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調査概要

3

調査の目的

「日本再興戦略改訂２０１４」において「コーポレートガバナンス改革」が成長戦略の最重要課題の一つとして位置づけら
れて以降、日本企業のガバナンス強化に向けた取組には着実な進展が見られています。

このような中、経済産業省では、日本企業のコーポレートガバナンスに関する取組の深化を促す観点から、「コーポレー
ト・ガバナンス・システムに関する実務指針」（２０１７年３月策定、２０１８年９月改訂）、「グループ・ガバナンス・システムに
関する実務指針」（２０１９年６月策定）、「事業再編実務指針」（２０２０年７月策定）、「社外取締役の在り方に関する実務
指針」（２０２０年７月策定）を策定しました。

本調査においては、改訂コーポレートガバナンス・コードや経済産業省が策定した上記指針等を踏まえ、上場企業や機
関投資家等に対する調査を通じて日本企業のコーポレートガバナンスに関する実態把握を行うことで、コーポレートガバ
ナンス改革の深化に向けた課題等の分析を行うことを目的として実施しました。

回答期間

2020年12月～2021年1月

調査方法

調査対象企業に対して、郵送にて質問票を送付し、郵送回答、メール回答、またはWeb回答のいずれかの方法にて回
収しました。

調査対象

2020年9月末時点における東京証券取引所第一部上場企業および第二部上場企業 合計2,655社

回答率

上記の調査対象企業のうち、回答期間内に、合計971社（回答率 約36.6%）から回答をいただきました。

調査結果について

集計結果として記載している割合は、未回答企業および無効回答を除く回答企業数を分母とし、小数点以下第1位にて
四捨五入をしたパーセント表記をしております。そのため、回答合計が100%にならない場合があります。

免責
当法人は、本報告書およびその内容の使用に対して、何らの契約上またはその他の責任を一切負いません。当法人の業務は日
本公認会計士協会およびその他関連団体によって制定された基準に従って監査、レビュー、証明、その他の保証をしたものではあ
りません。
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回答企業の属性情報
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1. 業種

（2019年9月時点の株式会社プロネクサス eolのデータに基づく）

42社

8社

96社

86社

21社

50社

31社

70社

93社

165社

20社

42社

88社

60社

39社

33社

27社

0社 20社 40社 60社 80社 100社 120社 140社 160社 180社

食品

エネルギー資源

建設・資材

素材・化学

医薬品

自動車・輸送機

鉄鋼・非鉄

機械

電機・精密

情報通信・サービスその他

電力・ガス

運輸・物流

商社・卸売

小売

銀行

金融（除く銀行）

不動産

(2020年9月末時点の株式会社東京証券取引所 東証上場銘柄一覧のデータに基づく)
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2. 時価総額

回答企業の属性情報
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3.    上場市場

( 2020年12月末時点の株式会社プロネクサス eolのデータに基づく / 2020年10月以降に上場廃止した3社を除く）

92社

62社

231社

121社

462社

0社 100社 200社 300社 400社 500社

1兆円以上

5000億円以上1兆円未満

1000億円以上5000億円未満

500億円以上1000億円未満

500億円未満

852社

119社

0社 100社 200社 300社 400社 500社 600社 700社 800社 900社

東証1部

東証2部

(2020年9月末時点の株式会社東京証券取引所 東証上場銘柄一覧のデータに基づく)
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回答企業の属性情報
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5. 機関設計

6. 独立社外取締役比率

45社

286社

640社

0社 100社 200社 300社 400社 500社 600社 700社

指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社

監査役設置会社

( 2020年9月末時点の株式会社プロネクサス eolのデータに基づく）

( 2020年9月末時点の株式会社プロネクサス eolのデータに基づく）

4. JPX日経400か否か

226社

745社

0社 100社 200社 300社 400社 500社 600社 700社 800社

JPX日経400

JPX日経400以外

(2020年9月末時点の株式会社東京証券取引所 JPX日経インデックス400の構成銘柄のウエイト一覧のデータに基づく)

72社

507社

392社

0社 100社 200社 300社 400社 500社 600社

過半数

1/3以上1/2以下

1/3未満



PwC

取締役会について
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1.  取締役会の志向

問2．貴社の取締役会は、業務執行に関する意思決定機能を重視した「マネジメント型」を志向していますか、監督機能を
重視した「モニタリング型」を志向していますか。（1つ選択）

（有効回答数 966社）

15%

45%

29%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

マネジメント型

どちらかと言えば

マネジメント型

どちらかと言えば

モニタリング型

モニタリング型
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取締役会について
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2.  取締役会の議長の属性（現在）

問3．取締役会の議長の属性についてお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 970社）

17%

7%

70%

1%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会長（代表権あり）

会長（代表権なし）

社長・CEO

（会長、社長・CEO
以外の）社内取締役

社外取締役

その他

95%

1%

1%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状を維持する予定

会長（代表権なし）に変更

することを検討している

社外取締役に変更する

ことを検討している

その他

3.  取締役会の議長の属性（今後の方針）

問4．取締役会の議長の属性について、今後の方針をお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 967社）

主なものは、「現時点では未定」、「変更を検討中」であり、「社外取
締役を含む非業務執行取締役の中から選定することも検討する」
というものもあった。
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取締役会について
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4.  独立社外取締役の割合（今後2年間の方針）

問5．取締役会に占める独立社外取締役の割合について、今後2年間の方針をお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 958社）

9%

2%

23%

2%

55%

0%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

既に取締役会の過

半数に達している

取締役会の過半数

まで増やす予定

取締役会の1/3以上1/2
以下まで増やす予定

増やす予定であるが、取締

役会の1/3未満とする予定

現状維持を予定

減らす予定

その他

主なものは、「現時点では未定」、「対応方針を検討中あるいは
その予定である」であった。「現状独立社外取締役の割合が1/3
に達しているが、さらに増員するか検討中」が複数見られた。
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取締役会について
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5.  取締役会で議題に割かれる時間の割合

問6．取締役会全体の所要時間のうち、以下の各区分に属する議題に割かれる時間がそれぞれ何％程度か、お答えくだ
さい。
（選択肢のそれぞれについて、合計が100％になるよう、大まかな比率をご記入ください。「その他」の場合は、下記コメン
ト欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 869社）

6%

14%

6%

32%

37%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

長期の経営戦略

中期の経営戦略・経営計画

経営陣の指名・報酬

個別の業務執行の決定（M&A等）

個別の業務執行の報告

その他

33%

5%

16%

4%

1%

57%

58%

52%

78%

12%

7%

26%

8%

26%

5%

17%

13%

10%

2%

15%

1%

44%

48%

6%

0%

1%

0%

19%

22%

1%

0%

0%

0%

4%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

長期の経営戦略

中期の経営戦略・経営計画

経営陣の指名・報酬

個別の業務執行の決定（M&A等）

個別の業務執行の報告

その他

0% 0%超～10% 10%超～20% 20%超～40% 40%超～60% 60%超～80% 80%超～100%

「決算関連」、「取締役会の実効性評価関連」、「監査役会や
各種委員会（指名・報酬・監査など）からの報告関連」、「コー
ポレートガバナンス関連」など多岐にわたる項目であった。
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取締役会について

6.  取締役会で重要性が増すと考える議題

問7．新型コロナウイルス感染症を受けて、取締役会の議題として特に重要性が増すと考えるものをお答えください。
（主なものを3つまで選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

※DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活

用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロ
セス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」を指す。

（有効回答数 954社）

83%

31%

22%

16%

48%

26%

4%

29%

13%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中長期的な経営戦略・ビジネスモデル

事業ポートフォリオ

財務戦略

海外事業戦略

DX（デジタルトランスフォーメーション）

組織内の人材育成や人材戦略

株主などのステークホルダーとの対話促進

サスティナビリティ（環境・社会課題等）

コーポレートガバナンスの強化

組織内のダイバーシティ（多様性）の強化

その他 主なものは、「リスクマネジメント」、「BCP」であった。

11
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取締役会について

7.  筆頭社外取締役の選任

問8．社外取締役のリーダー的な存在として経営陣との調整や社外取締役間の連携の役割を担う独立社外取締役（例：
筆頭社外取締役）を選任しているか、お答えください。（1つ選択）

（有効回答数 956社）

20%

5%

73%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

選任している

選任していないが、今後

選任する予定がある

選任しておらず、今後も

選任する予定はない

社外取締役が1名以下であ

り、選定する必要がない

12
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取締役会について

8.  取締役会の実効性評価（評価対象）

＜問9～11は、取締役会の実効性評価を実施している企業のみお答えください＞

問9．取締役会の実効性評価において、（取締役会以外に）どのような会議体・個人を対象に評価を行っているかお答えく
ださい。（複数回答可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 880社）

14%

18%

17%

35%

26%

50%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

監査役会、監査委員会、監査等委員会

指名委員会（任意のものを含む）

報酬委員会（任意のものを含む）

取締役

監査役、監査委員、監査等委員

取締役会以外は対象としていない

その他

13

「ガバナンス委員会」、「経営会議」、「執行役員」など多岐
にわたる項目であった。
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取締役会について

9.  取締役会の実効性評価（評価手法）

問10．取締役会の実効性評価の手法についてお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 880社）

92%

57%

19%

11%

12%

16%

1%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取締役へのアンケート

監査役へのアンケート

取締役への個別インタビュー

監査役への個別インタビュー

社外役員による集団討議

外部の第三者による評価

わからない

その他

14

「取締役会（社外役員含む）による集団討議」、「社外役員への
インタビュー」、 「自己評価における外部の第三者の支援（アン
ケート集計、分析、助言など）」など多岐にわたる項目であった。
また、外部の第三者による評価の頻度について、「3年に1度程
度」という回答もあった。
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取締役会について

10.  取締役会の実効性評価（課題）

問11．取締役会の実効性評価を実施した結果、課題が見つかった項目についてお答えください。
（複数回答可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 849社）

28%

49%

22%

2%

56%

26%

9%

7%

24%

31%

10%

16%

1%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

取締役会の議題選定・議題数

取締役会の運営（スケジュ

ール、資料、議題数など）

取締役会の規模・構成（多様性等）

取締役会の開催頻度・出席率

中長期的な経営戦略に対する議論

社長・CEOや取締役の指名・後継者計画

社長・CEOや取締役の報酬に対する評価

指名委員会、報酬委員会、

監査委員会等との連携

役員に対するトレーニング

社外取締役へのサポート・情報提供

株主・投資家との関係

監査・内部統制・リスク管理体制

利益相反取引の管理

その他

15

「特に課題はない」、「取締役会における議論の
活性化」、「グループガバナンス」など多岐にわ
たる項目であった。
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取締役会について

11.  DX推進における取締役会の課題・障害

問12．DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する際の取締役会における課題・障害についてお答えください。
（複数回答可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

＜参考：DX（デジタルトランスフォーメーション）の定義＞
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品や
サービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の
優位性を確立すること」

（有効回答数 951社）

21%

16%

45%

44%

27%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

DXの推進に関して知見のある取締役がいない

DXに関する自社システムの問題点がどこ

にあるか取締役会で把握できていない

DXに関する経営戦略の議論

が取締役会で不足している

DXの推進に向けた執行側の体制

整備・人材確保が進んでいない

特に課題や障害はない

その他

16
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指名委員会・報酬委員会について

17

1.  諮問委員会の設置方針

問13．指名委員会や報酬委員会などの諮問委員会の設置方針についてお答えください。
（それぞれ1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 962社）

66%

69%

70%

29%

26%

8%

13%

14%

4%

5%

13%

1%

21%

17%

26%

66%

61%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指名委員会

報酬委員会

リスク管理委員会に相当するもの

投資委員会に相当するもの

サスティナビリティ委員会に相当するもの

その他

法定又は任意を含む委員会を設置している 設置することを検討中・検討する予定 設置を検討していない

「コンプライアンス委員会」、
「ガバナンス委員会」など多
岐にわたる項目であった。
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指名委員会・報酬委員会について

2.  指名委員会と報酬委員会の開催頻度

＜問14～問16は、指名委員会または報酬委員会（※任意の委員会を含む）を設置している企業のみお答えください＞

問14．指名委員会と報酬委員会（※任意の委員会を含む）の開催頻度をそれぞれお答えください。

指名委員会

報酬委員会

（有効回答数 649社）

2%

19%

24%

16%

13%

22%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

年0回

年1回

年2回

年3回

年4回

年5～10回

年11回以上

3%

19%

22%

15%

13%

24%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

年0回

年1回

年2回

年3回

年4回

年5～10回

年11回以上

18
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指名委員会・報酬委員会について
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3.  指名委員会で議論の対象となる役職の範囲

問15．指名委員会（※任意の委員会を含む）の議論の対象となる役職の範囲についてお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 621社）

57%

91%

94%

86%

57%

20%

48%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会長

社長・CEO

社内取締役

社外取締役

執行役・執行役員

主要子会社の社長・CEO

監査役・監査委員・監査等委員

その他
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4.  指名委員会に付議した議題（過去1年間）

問16．過去1年間に指名委員会（※任意の委員会を含む）に付議した議題に該当するものをお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 615社）

20%

42%

77%

58%

68%

9%

23%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の社長・CEOのパフォーマンスの評価

社長・CEOの後継者計画の

検討、候補者の評価・選定

社内取締役の候補者の評価・選定

社外取締役の候補者の評価・選定

株主総会に付議する役員選任議案の審議

指名委員会の運営についての評価・検証

経営人材の育成計画

その他
主なものは、「執行役員関連の議題（評価・選定など）」
であった。
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5.  次期社長・CEOの選定に向けた取組の実施状況

問17．次期社長・CEOの選定に向けた以下の各取組の実施状況をお答えください。（それぞれ1つ選択）

（有効回答数 931社）

23%

30%

29%

33%

26%

24%

18%

14%

54%

49%

50%

43%

50%

49%

55%

57%

23%

21%

21%

24%

24%

27%

26%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

後継者計画のロードマップの立案

後継者計画における社外取締役や

指名委員会の関与の在り方の決定

「あるべき社長・CEO像」と評価基準の策定

後継者候補の選出

後継者候補の育成計画の策定・実施

後継者候補の評価、絞込み・入替え

最終候補者に対する評価と後継者の指名

指名後のサポート

実施している 実施していない 分からない
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6.  次期社長・CEOの選定に向けた議論の状況

問18．次期社長・CEOの選定に向けた以下の各取組についての議論の状況をお答えください。（それぞれ1つ選択）

（有効回答数 927社）

21%

25%

24%

25%

20%

19%

16%

9%

4%

5%

7%

5%

4%

3%

3%

3%

1%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

2%

2%

1%

2%

1%

1%

48%

42%

42%

41%

46%

47%

51%

55%

24%

23%

23%

25%

26%

28%

28%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

後継者計画のロードマップの立案

後継者計画における社外取締役や

指名委員会の関与の在り方の決定

「あるべき社長・CEO像」と評価基準の策定

後継者候補の選出

後継者候補の育成計画の策定・実施

後継者候補の評価、絞込み・入替え

最終候補者に対する評価と後継者の指名

指名後のサポート

指名委員会で議論している 取締役会で議論している

指名委員会はあるが、指名委員以外の社外取締役にも共有している 指名委員会は無いが、社外取締役に共有している

特に何もしていない 分からない
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1. 社外取締役に期待する役割

問19．社外取締役に期待する役割として、最も当てはまる選択肢をお選びください。（1つ選択）

（有効回答数 959社）

22%

35%

30%

13%

0% 10% 20% 30% 40%

経営に関する助言

どちらかと言えば経営に関する助言

どちらかと言えば経営の監督

経営の監督

2. 社外取締役に期待する役割に対する満足度

問20．社外取締役は期待する役割を果たせていると思いますか。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 969社）

46%

51%

2%

0%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

十分に果たしている

概ね果たしている

あまり果たしていない

果たしていない

分からない

その他
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3. 社外取締役が果たしている役割に対する満足度

問21．以下の各事項について、社外取締役はどの程度役割を果たしていますか。（それぞれ1つ選択）

（有効回答数 961社）

55%

32%

36%

52%

42%

23%

24%

30%

40%

36%

40%

42%

41%

35%

40%

49%

4%

25%

17%

5%

15%

34%

30%

17%

1%

5%

5%

1%

2%

7%

5%

3%

0%

2%

3%

0%

0%

2%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取締役会における議決権の行使等を通じ、会社の

重要な意思決定に関して、経営の監督を行うこと

社長・CEOの選定・解職の

決定に関して監督を行うこと

社長・CEOの報酬の決定に関して監督を行うこと

経営の方針や経営改善について、

経営陣への有益な助言を行うこと

会社と経営陣・支配株主等との

間の利益相反を監督すること

少数株主の意見を、取締役

会に適切に反映させること

株主以外のステークホルダーの意見

を、取締役会に適切に反映させること

リスク管理体制を構築すること

十分に果たしている 概ね果たしている どちらともいえない あまり果たしていない 果たしていない
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4. 社外取締役に対するサポート体制・環境

問22．社外取締役に対して、どのようなサポート体制・環境を構築していますか。（複数選択可）

（有効回答数 963社）

36%

41%

62%

44%

66%

72%

14%

47%

26%

11%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自身の個室・デスクなど、当該企

業内における執務スペースの提供

取締役会事務局の充分なリソース

取締役会以外のイン

フォーマルな議論の場

社外役員のみでの議論の場

取締役会の事前説明

取締役会資料の早期提供

（概ね3日前までの提供）

取締役会資料のエグゼク

ティブ・サマリーの提供

経営会議等への出席／

資料・議事録の閲覧権

社内情報システムへのアクセス権限

外部専門家を選任し、会社の

費用負担で助言を得る権限

現場視察・ヒアリング
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5. 社外取締役と株主・機関投資家との対話における課題

問23．社外取締役が株主・機関投資家との対話（エンゲージメント）を行うことに関する会社側から見た課題について、
お答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 930社）

21%

18%

13%

68%

2%

28%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

事業内容や経営戦略等に関する社外

取締役の知識や理解が十分でない

社外取締役が話す考えが会社の

方針と異なり、投資家に統一的な

内容が伝わらないことが懸念される

社外取締役が未公表の重要情報を投資

家に話した場合のフェア・ディスクロー

ジャー・ルール規制の対応が懸念される

社外取締役の負担が重くなりすぎる

社外取締役がエンゲージメントの対応に消極的

社外取締役によるエンゲージ

メントの必要性を感じない

その他

主なものは「特に課題はない」であった一方、「複
数名の社外取締役の間の役割分担が難しい」、
「スケジュール調整が難しい」という回答もあった。
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1. 株主総会の開催時期の分散化

問24．株主総会の開催時期の分散化についてお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 967社）

98%

1%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

決算日以降3ヶ月以内に開催しており、

開催時期の変更は予定していない

決算日以降3ヶ月以内に開催しており、

開催時期の変更を検討している

決算日以降3ヶ月を超

える月に開催している

その他
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2. 株主総会の会場の準備・運営費用

問25．平時（新型コロナウイルスの影響が生じる前）における株主総会の会場の準備・運営に掛かる費用（会場使用
料、設備費、委託費等（自社役職員の人件費を除く））についてお答えください。（1つ選択）

（有効回答数 951社）

19%

11%

15%

21%

12%

8%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

2,000万円以上5,000万円未満

5,000万円以上 主なものは、「5,000万円以上1億円未満 15社」、続いて
「1億円以上2億円未満 9社」、「2億円以上 6社」であった。
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3. バーチャルオンリー型株主総会開催の意向

問26．いわゆるバーチャル株主総会に関して、将来的にバーチャルオンリー型株主総会の実施が制度的に可能と
なった場合についての意向をお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

※バーチャル株主総会として、以下の①～③の3つの類型を想定している。

（有効回答数 961社）

2%

19%

12%

39%

20%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

バーチャルオンリー型を実施したい

バーチャルオンリー型の実施を検討したい

バーチャルオンリー型は実施せず、ハイ

ブリッド出席型を実施したい／検討したい

バーチャルオンリー型は実施せず、ハイ

ブリッド参加型を実施したい／検討したい

バーチャル株主総会は実施しない

その他

①ハイブリッド参加型バーチャル株主総会
（ハイブリッド参加型）

リアル株主総会の開催に加え、株主がインターネット等の手
段を用いて審議等を確認・傍聴することができる株主総会
（会場にいない参加者は会社法上の出席者とは扱わない）

②ハイブリッド出席型バーチャル株主総会
（ハイブリッド出席型）

リアル株主総会の開催に加え、株主がインターネット等の手
段を用いて、株主総会に会社法上の『出席』をすることがで
きる株主総会

③バーチャルオンリー型株主総会
（バーチャルオンリー型）

リアル株主総会を開催することなく、株主や取締役等がイン
ターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の『出
席』をする株主総会（現行の会社法ではこの形式の総会の
開催は難しいとされている。）

以下、①を「ハイブリッド参加型」、②を「ハイブリッド出席型」、③を「バーチャルオンリー型」という。

主なものは、「バーチャル総会の実施については、
法整備の状況、株主からの要望、他社動向等を勘
案しながら、慎重に検討したい」というものであった。
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主なご意見

①質問や動議の取扱い
一定の制限を敷くことの是非や制限が許容されるための明確な基準の検討、特に動議に関しては認めること自体の

是非の検討、ガイドラインを整備してほしいなどの意見があった
②通信障害が生じた場合の効果と対応
通信障害が生じた場合の株主総会の決議取消事由と当たらないための基準を示してほしい、通信や接続不良は、会

社側・株主側どちらの要因も考えられるが、会社側が通信途絶に十分な対策を取っていた場合には、決議取消事由に
は当たらないとすべきなどの意見があった
③議決権行使の方法と集計
株主資格の確認方法とその判断基準、議決権の行使が円滑に行われるための手段、通信障害時の議決権行使の

方法、リアルタイムで議決権行使状況を確認・共有できる環境整備、議決権集計方法等についての明確なルール化、
株主総会への出席と事前の議決権行使の効力の関係整理などの意見があった
④バーチャル総会出席株主の本人確認方法となりすまし防止対策
⑤インターネット通信環境を有しない株主への対応
⑥その他
音声のみの総会開催、招集通知等の完全ペーパーレス化ほか

4. バーチャルオンリー型株主総会への希望や関心事項

問27．仮に将来的にバーチャルオンリー型株主総会の実施が制度的に可能となった場合について、制度面での希
望や関心事項がございましたらお答えください。
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5. 将来的な株主総会の在り方

問28．将来的な株主総会の在り方についてのお考えをお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 960社）

25%

10%

67%

23%

8%

14%

22%

27%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

現在の株主総会の在り方で特に課題は感じない

株主総会を特定月から分散させることが望ましい

議決権行使の電子化がより普及することが望ましい

バーチャルオンリー型株主総会

が認められることが望ましい

株主総会前の投資家との対話を充実

させる代わりに、株主総会の決議事項

を現状より限定することが望ましい

事前の質問提出の機会は確保しつつ、当日の

質問提出は認めないこととすることが望ましい

事前の修正動議提出の機会は確保しつつ、当日の

修正動議提出は認めないこととすることが望ましい

修正動議提出は、一定割合の議決権を

有する株主等に限定することが望ましい

その他
「 株主提案権の行使要件の厳格化」など多
岐にわたるものであった。
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6. 株主総会における株主提案の議案に対する取組

問29．過年度の株主総会において反対票が多かった会社提案の議案や賛成票が多かった株主提案の議案に対す
る取組についてお答え下さい。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 955社）

50%

53%

11%

28%

1%

3%

6%

23%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

会社提案に反対した株主や株

主提案に賛成した株主の分析

会社提案に反対した理由や株

主提案に賛成した理由の分析

会社提案に反対した株主や株主

提案に賛成した株主との意見交換

株主総会後に取締役会で議論

株主総会後に会社側の見解や再検討結果を公表

翌年度の株主総会における類似の議

案について、会社側提案内容を修正

翌年度の株主総会における類似の議

案について、会社側提案内容を維持

しつつ、招集通知において説明を追加

特段の取組は行っていない

その他
主なものは、「反対票が多い会社提案の議案や賛成
票が多い株主提案はこれまでない」または「ほとんど
ない」であった。
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7. 株主総会前の有価証券報告書開示の検討状況

問30．株主総会より前に有価証券報告書を開示することについての検討状況をお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

※ 現行法上、株主総会より前に有価証券報告書を開示することができる。

（有効回答数 960社）

3%

0%

7%

12%

75%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に開示している

次回は、株主総会より前に開示する予定がある

開示することを検討中である

開示しないことを決定している

開示するかどうか検討していない

その他
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8. 株主総会前の有価証券報告書開示が困難な要因

問31．株主総会より前に有価証券報告書を開示することが困難であると考える要因があればお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 936社）

9%

16%

61%

27%

2%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

株主総会で質問が集中する可能性がある

株主総会の準備と並行して、投資家と

の対話の対応に追われる可能性がある

決算スケジュールの前倒しが困難である

困難であると考える要因はないが、現時点

では株主総会より前に開示をしていない

既に株主総会より前に開示している

その他

主なものは、「株主総会決議を踏まえた情報（役員の
状況など）を掲載する必要があるため」、「総会関連業
務と並行しての作業負荷が大きく、現実的に難しい」で
あった。



PwC

グループガバナンスについて

35

1. 内部監査部門のレポートライン（報告経路）

問32．内部監査部門のレポートライン（報告経路）について、当てはまる選択肢をお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 939社）

10%

69%

2%

10%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

業務執行ライン（社長・ＣＥＯ、

ＣＦＯ等）に対してのみレポートする

業務執行ライン（社長・ＣＥＯ、ＣＦＯ等）に

加え、監査役等（監査委員および監査等委員を

含む）や社外取締役に対しても直接レポートする

監査役等（監査委員および監査等委員を含む）

や社外取締役に対するレポートが優先されている

平時は、業務執行ライン（社長・ＣＥＯ、ＣＦＯ等）に

対してのみレポートしているが、不祥事への経営陣の関

与の可能性がある場合には、監査役等（監査委員および

監査等委員を含む）や社外取締役に対してレポートする

その他

主なものは、「業務執行ラインに加え
て、監査役等に対してレポートしてい
る（社外取締役は直接のレポートライ
ンには含まれていない）」である一方、
「取締役会に対して直接レポートす
る」という回答もあった。
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2. 内部監査部門に対する監査役等や社外取締役の権限

問33．内部監査部門に対する監査役等（監査委員および監査等委員を含む）や社外取締役の権限について、当てはま
る選択肢をお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 946社）

43%

9%

40%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

監査役等（監査委員および監査等委員を含む）や社外

取締役は、内部監査部門に対して指示する権限がある

監査役等（監査委員および監査等委員を含む）や社外

取締役は、内部監査部門に対して指示する権限に加

え、人事・予算に関する権限（同意権も含む）がある

監査役等（監査委員および監査等委員を

含む）や社外取締役には、特段権限はない

その他
主なものは、「指示する権限は規定
されていないが、内部監査部門と緊
密に連携している」、「監査役等は内
部監査部門に対して指示する権限
があるが、社外取締役については
定めていない」であった。
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3. 3ラインモデル（3ラインディフェンス）の整備・運用状況

問34．グループの内部統制システムにおける「3ラインモデル（3ラインディフェンス）（※）」の整備・運用状況についてお
答えください。（1つ選択）

(※) 3ラインモデル（3ラインディフェンス）とは、以下の3つの部門が複層的に業務の監督を行う形態を指す。
第1線：（子会社を含む）現場の事業部門の管理職による監督
第2線：経営企画、財務、法務、人事などの管理・コーポレート部門による監督
第3線：内部監査部門による監督

（有効回答数 956社）

19%

70%

6%

1%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

十分に機能している

概ね機能している

あまり機能していない

機能していない

そのような役割は

設置していない
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4. 上場子会社に関する今後の方針

＜問35～38は、貴社が上場子会社（※）を有している企業である場合のみお答えください＞
（※親会社などの支配株主（親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）を有している上場会社をい
う）

問35．上場子会社に関する今後の方針について、お答えください。（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に
具体的に記入してください）

（有効回答数 109社）

54%

12%

6%

21%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

引き続き、上場子会社として維持する

非上場化（完全子会社化等によるグループ内

への取り込み）も視野に入れて検討している

他企業への株式の売却等による

分離も視野に入れて検討している

特に決まった方針は無い・分からない

その他 主なものは、「現在検討中」または「引
き続き検討する予定」であった。
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5. 上場子会社を売却・分離する際の課題

問36．上場子会社を売却・分離する際の課題をお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 103社）

11%

10%

3%

1%

3%

38%

26%

22%

0% 10% 20% 30% 40%

グループが縮小することに対す

る親会社内での反対が大きい

グループから離れることに対す

る子会社内での反対が大きい

上場子会社の規模が大きい

ため適切な売却先が無い

上場子会社の株価が高水準にある

ため適切な売却先が見つからない

売却価格が低すぎるため

売却に踏み切れない

上場子会社の売却や分離は

検討したことがない

特に課題は特にない

その他
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6. 上場子会社の形をとることの株主への具体的な説明・開示

問37．上場子会社の形をとることについて、グループ全体のポートフォリオ戦略と整合的であることを株主に具体的に説
明・開示していますか。（1つ選択）

（有効回答数 101社）

51%

15%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

説明・開示している

説明・開示を行うことを検討している

説明・開示していない

7. 上場子会社の実効的なガバナンスの在り方の投資家への情報開示

問38．上場子会社の実効的なガバナンスの在り方について投資家に対して積極的に情報開示を行っていますか。
（1つ選択）

44%

20%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

開示している

開示を行うことを検討している

開示していない

（有効回答数 102社）
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8. 上場子会社である貴社のガバナンス

＜問39は、貴社が上場子会社（※）である場合のみお答えください＞
（※親会社などの支配株主（親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）を有している上場会社をい
う）

問39．貴社のガバナンスについて、当てはまる選択肢をお選びください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

※「マジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）」とは、株主総会における賛否の議決権行使等により株主の

意思表示が行われる場合に、支配株主及びそれと利害関係を共通にする株主を除いた一般株主の過半数の賛同を求
めることを指す。

（有効回答数 66社）

94%

48%

45%

0%

45%

0%

20%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

独立社外取締役を選任する際、支配

株主からの独立性を考慮している

親会社で業務執行を行っていた者を独立社外取

締役として選任しない方針（規定が存在する）

親会社で業務執行を行っていた者を独立社外

取締役として選任しない方針（規定は存在し

ないが、実態としてそのようになっている）

独立社外取締役を過半数まで選任する方針

独立社外取締役を3分の1以上

2分の1以下まで選任する方針

独立社外取締役の選解任の議案について、

マジョリティ・オブ・マイノリティの

取得状況について情報開示を行う方針

親会社との間における重要な利益相反取引につ

いて、独立社外取締役または独立社外監査役を

中心とした委員会等で審議・検討を行っている

その他

主なものは、「親会社との間における重要な利
益相反取引について、独立社外取締役が出席
する取締役会で審議・検討している」であった。
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2. 事業セグメントごとの資本コストの算出状況

問41．事業セグメントごとの資本コストの算出状況について、お答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

1. 取締役会での事業ポートフォリオの議論

問40．取締役会で定期的に事業ポートフォリオを議論することとしているかについて、お答えください。（1つ選択）

（有効回答数 951社）

（有効回答数 946社）

32%

13%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

定期的に議論することとしている

（年に1回以上）

定期的に議論することとしている

（年に1回未満～数年に1回程度）

定期的に議論することとしていない

15%

65%

14%

6%

0% 20% 40% 60% 80%

事業セグメントごとに資本コストを算出している

事業セグメントごとに資本コストを算出せず、

企業全体の資本コストをそのまま利用している

事業セグメントごとに資本コストを算出してお

らず、企業全体の資本コストも把握していない

その他 主なものは、「単一セグメントのため該当なし」
であった。
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3. 事業部門／セグメントごとに整備しているデータ

問42．事業部門／セグメントごとに整備しているデータをお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 902社）

91%

40%

22%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

損益計算書（P/L）

貸借対照表（B/S）

キャッシュ・フロー計算書

その他

主なものは「単一セグメントのため該当なし」であった。
その他の回答は、売上高、営業利益、ROICなど多岐に
わたるものであった。
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4. 評価にあたり重視している各事業部門／セグメント別の指標

問43．各事業部門／セグメントの評価にあたり、重視している各事業部門／セグメント別の指標について、優先順位
をお答えください。
（それぞれ1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 871社）

20%

24%

25%

47%

28%

8%

18%

25%

27%

0%

1%

2%

2%

4%

6%

3%

3%

6%

2%

7%

8%

0%

1%

3%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

2%

4%

5%

5%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

最も重視している

2番目に重視している

3番目に重視している

売上の絶対額 営業利益／売上総利益（粗利）の絶対額 営業利益率／売上総利益率
資産額 ROA（総資産利益率） ROIC（投下資本利益率）
キャッシュ・フロー 投資回収期間 EVA（経済的付加価値）
NPV（正味現在価値） IRR（内部収益率） 重視している指標はない
その他

最も重視している

1 営業利益／売上総利益
（粗利）の絶対額

47%

2 売上の絶対額 20%

3 営業利益率／売上総利益
率

18%

4 その他 5%

5 ROIC（投下資本利益率） 3%

6 ROA（総資産利益率） 2%

7 キャッシュ・フロー 2%

8 IRR（内部収益率） 1%

9 重視している指標はない 1%

10 EVA（経済的付加価値） 0%

11 NPV（正味現在価値） 0%

12 資産額 0%

13 投資回収期間 0%

2番目に重視している

1 営業利益／売上総利益
（粗利）の絶対額

28%

2 営業利益率／売上総利益
率

25%

3 売上の絶対額 24%

4 キャッシュ・フロー 7%

5 その他 5%

6 ROA（総資産利益率） 4%

7 ROIC（投下資本利益率） 3%

8 重視している指標はない 2%

9 投資回収期間 1%

10 資産額 1%

11 EVA（経済的付加価値） 1%

12 IRR（内部収益率） 0%

13 NPV（正味現在価値） 0%

3番目に重視している

1 営業利益率／売上総利益
率

27%

2 売上の絶対額 25%

3 キャッシュ・フロー 8%

4 営業利益／売上総利益
（粗利）の絶対額

8%

5 その他 7%

6 ROIC（投下資本利益率） 6%

7 ROA（総資産利益率） 6%

8 重視している指標はない 4%

9 投資回収期間 3%

10 資産額 2%

11 IRR（内部収益率） 1%

12 EVA（経済的付加価値） 1%

13 NPV（正味現在価値） 1%

44

最も多かったものは「ROE」、続いて「経常利益（額）または経常利益率」であった。
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5. 事業の撤退・売却を行う上で課題となる事項

問44．事業の撤退・売却を行う上で、課題となる事項をお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 941社）

39%

25%

10%

14%

7%

7%

3%

6%

12%

14%

14%

8%

7%

5%

18%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

基準が不明確である

社内での検討プロセスが明確でない

事業の撤退・売却による経営上の

効果・影響を具体的に試算できない

事業の撤退・売却により企業規模・売

上規模が縮小することに抵抗感がある

事業の撤退・売却が「失敗」とみなされる等、

企業や経営者としての評価が低下する懸念がある

企業グループ全体のリスク分散の効果が小さくなる

撤退・売却の対象部門やそのＯＢの抵抗・反対がある

従業員や労働組合との調整が困難である

従業員の雇用条件の維持がハードルとなる

売却をしようとしても、適当な売却先が見つからない

祖業や従来の主力事業は、撤退・

売却を行うことは想定していない

専業化しており、事業の撤退

・売却を検討する必要がない

現状の事業ポートフォリオが最適であると考えている

資本コストには届かないが、

利益がでている（黒字である）

特に課題はない

その他 主なものは、「ステークホルダー（顧客など）へ
の影響を考慮する必要がある」であった。
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6. 政策保有株式の今後の方針

問45．政策保有株式の今後の方針についてお答えください。
（1つ選択。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 958社）

1%

16%

61%

10%

4%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

増やす方針

維持する方針

縮減する方針

現在保有しておらず、今後も取

得することを検討していない

分からない

その他 主なものは、「株式を保有する合理性等を定期的に検証
した上で、保有の是非を判断する」であった。
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1. 今後の組織再編に係る検討内容

問46．今後の組織再編について検討している内容についてお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

※1 自社株式を主な対価：対価の一部に金銭を含む場合を含む。
※2 株式交付とは、令和元年12月に成立した改正会社法（令和3年春施行予定）により創設された組織再編行為の一つ
で、自社株式等を対価に当該他社を子会社化（完全子会社化に限られない）する手法を指す。
※3 スピンオフとは、自社内の事業部門や子会社を切り出し、独立させる組織再編の手法を指す。自社内のある事業部

門を切り出す場合は新設分割、子会社を切り出す場合は株式分配（株式の現物配当）により行う。いずれの場合も独立
した会社の株式は元の会社（自社）の株主に交付される。

（有効回答数 783社）

4%

48%

21%

7%

18%

8%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

他社との合併

金銭のみを対価として用いる他社の買収

自社株式を主な対価として用いる

他社の買収（株式交換、株式交付等）

自社内の事業部門や子会社の

スピンオフ（分割・株式分配）

自社内の事業部門や子会社の売却

持株会社化

その他

主なものは、「特に検討していない」
であった。
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2. 自社株式を対価として買収するための「株式交付」の活用

問47．会社法改正により、令和3年春から自社株式を対価として買収するための「株式交付」という仕組みが使えるよう
になりますが、お考えをお答えください。（1つ選択）

0%

35%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

社内で具体的な案件があり、活用を検討する予定

社内で具体的な案件はないが、

活用を検討する可能性がある

現時点では活用を検討する見込みはない

（有効回答数 936社）

3. 自社内の事業部門や子会社の分離に係る検討スキーム

＜問48は、問46．で「自社内の事業部門や子会社のスピンオフ（分割・株式分配）」を選択した企業のみお答えください＞

問48．自社内の事業部門や子会社を分離することについて、検討している又は検討したいスキームを記載ください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 50社）

64%

58%

26%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

事業部門・完全子会社の完全な分離（スピンオフ）

事業部門・完全子会社の持分を一部残した

部分的な切り出し（パーシャルスピンオフ）

完全子会社ではない子会社の分離

（上場子会社やJVのスピンオフ）

その他
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4. 組織再編税制における改善点

問49．いわゆる組織再編税制において見直すべき点があればご記載ください。

主なものは、「特になし」であった。その他の回答は、「株式のみ交付要件の緩和（混合対価）」、「要件の明確化」、「グ
ループ税制の適用範囲の見直し」などであった。

5. 買収提案があった場合の懸念事項

問50．貴社への買収提案（貴社もしくは子会社を対象とする買収提案）があった場合に、会社として懸念することは何だ
と思われますか。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 901社）

56%

77%

79%

18%

22%

56%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営の主導権を維持できるかどうか

従業員の雇用が維持されるかどうか

企業価値が高まるかどうか

買収提案の中に事業からの

撤退が含まれているかどうか

買収価格が高いかどうか

既存株主の理解が得られるかどうか

その他 主なものは、「株主以外のステークホルダー（お客様など）
の理解が得られるか、利益になるか」であった。
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1. エンゲージメントにおける主な議題

問51．エンゲージメントにおける主な議題について、お答えください。
（主なものを3つまで選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

16%

24%

65%

46%

46%

29%

17%

17%

10%

1%

14%

1%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

経営理念・ビジョン

ESG/SDGｓ対応

経営戦略/ビジネスモデル

業績に対する評価

中長期の業績予想

短期の業績予想

事業ポートフォリオ戦略

（新規投資/事業撤退を含む）

資本政策/資本効率

コーポレートガバナンス体制

取締役会の実効性評価

事業環境・リスク

社長・CEO、社外取締役等の選解任

政策保有株式の縮減方針

その他

（有効回答数 898社）

主なものは、「中期経営計画」であった。
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2. エンゲージメントを行う際の課題

問52．エンゲージメントを行う際の課題について、お答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 882社）

11%

22%

14%

13%

28%

26%

21%

0% 10% 20% 30%

エンゲージメント件数が増加し、十分な対応ができない

エンゲージメントの内容を十分に取締

役会/担当部署に共有できていない

エンゲージメントの重要性に関して、

経営層から十分な理解が得られていない

機関投資家の企業に対する前提知識

・理解が乏しく、議論が進展しない

機関投資家の提案内容が短期的利益に傾斜しており、

中長期の企業価値向上につながりにくいと感じる

フェアディスクロージャー規制等

との関係でリスクがあると感じる

その他

主なものは、「特になし」であった一方、「 エンゲージメントの件数が
少ない」、「新型コロナウイルスの感染拡大の状況下で、効果的なエ
ンゲージメントの実現に課題がある」、「投資家の関心事が多岐にわ
たるため、負担が増加している」という回答もあった。
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3. 株主から重大な提案を受けた後の対応

問53．株主から事業ポートフォリオの見直しや役員の選解任などの重大な提案を受けた後の対応について、お答えくだ
さい。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 955社）

7%

7%

9%

4%

5%

0%

87%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営企画・財務などのコーポレート

部門へ共有し、対応について検討した

経営陣等が参加する経営会議等へ

共有し、対応について検討した

取締役会へ共有し、対応について検討した

社外取締役へ共有し、対応について検討した

コンサルタント、顧問弁護士等の外部

専門家と相談し、対応について検討した

株主から提案を受けた部門内にとどめ、

社内で共有や検討を行っていない

株主から重大な提案を受けていない

その他
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4. アクティビストからの具体的な提案の内容

＜問54．はアクティビストファンドから具体的な提案（非公式・非公開のものを含む）を受けたことのある企業のみお答えく
ださい＞

問54．アクティビストからの具体的な提案の内容について、お答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

（有効回答数 103社）

9%

18%

51%

36%

23%

7%

16%

17%

9%

12%

6%

3%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

社長・CEO等の業務執行役員の選解任に関する提案

社外取締役の選解任に関する提案

自社株買いに関する提案

配当増に関する提案

政策保有株式の売却に関する提案

遊休資産の売却に関する提案

事業売却/分離等に関する提案

事業戦略の見直しに関する提案

役員報酬の見直しに関する提案

買収防衛策の廃止等に関する提案

機関設計の変更に関する提案

ESG・SDGｓに関する提案

その他

主なものは、「ハイブリッド出席型バーチャル総会
の開催」、「親子上場におけるガバナンスの在り
方」など多岐にわたるものであった。
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1. 業績連動型の役員報酬制度の導入状況

問55．業績連動型の役員報酬制度の導入状況（※）についてお答えください。（複数選択可)

※ 業績連動型の役員報酬制度とは、会社の業績等により役員報酬として交付される金銭の額や株式又はストックオプ
ションの数が変動するものをいう。確定した数の株式又はストックオプションが交付される場合や持株会は含まれない。

（有効回答数 957社）

60%

42%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

業績連動型の金銭報酬を導入している

業績連動型の株式報酬（ストック

オプションを含む）を導入している

全く導入していない

2. 業績連動型の役員報酬制度を導入していない理由

問56．業績連動型の役員報酬制度を導入していない場合、その理由をお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

16%

23%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

税法上の業績連動給与の損金算入要件のうち、

有価証券報告書等への開示の要件が厳しい

税法上の業績連動給与の損金算入要件のうち、指標の

要件（利益を示す指標、株式の市場価格を示す指標、売

上高を示す指標を基礎とした客観的な指標等）が厳しい

その他

（有効回答数 162社）

「税法上の業績連動給与の損金算入要件のうち、指標の要件（利益を示す指標、株式の市場価格を示す指標、売上高
を示す指標を基礎とした客観的な指標等）が厳しい」と回答いただいた場合、特に加えたい指標があればご記入ください。

主なものは、「 特になし」であった。その他の回答は、「現時点では、株価が業績に連動することよりインセンティブ付け
と考えている」、「当社になじまない」、「必要性を感じない」などであった。

主なものは「 導入を検討中である」であった。その他の回答は、「今後導入
する予定である」、「当社になじまない」、「必要性を感じない」などであった。
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3. 「執行役員制度」の導入状況

問57．いわゆる「執行役員制度」の導入状況についてお答えください。（1つ選択）

（有効回答数 955社）

37%

34%

14%

15%

0% 10% 20% 30% 40%

導入している（委任契約型のみ）

導入している（雇用契約型のみ）

導入している（委任契約

型と雇用契約型の双方）

特に導入していない

4. 執行役員や従業員に対する株式報酬の導入状況

問58．執行役員や従業員に対する株式報酬（ストックオプションを含む）の導入状況（業績連動型に限らないが、持株会
は除く）についてお答えください。（複数選択可）

（有効回答数 960社）

30%

21%

17%

9%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

執行役員（委任契約型）

執行役員（雇用契約型）

従業員（管理職以上）

従業員（管理職未満）

導入していない
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（有効回答数 589社）

5. 執行役員や従業員に株式報酬を導入していない理由

問59．執行役員や従業員に株式報酬（ストックオプションを含む）を導入していない理由についてお答えください。
（複数選択可。「その他」の場合は、下記コメント欄に具体的に記入してください）

8%

4%

23%

5%

56%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

労働基準法上の賃金通貨払いの原則との関係

労働組合との関係で一部の者を対象にすることが難しい

導入及び管理にかかるコスト

人件費の増加

必要性を感じていない

その他

主なものは、「検討中である」または「 導入を検討中である」で
あった一方、「持株会制度を導入しており、それで十分である」
という回答もあった。
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